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規 則

 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 等 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

横 浜 市 規 則 第 58 号

特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 等 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正

す る 規 則

 特 定 非 営 利 活 動 促 進 法 施 行 条 例 等 施 行 規 則 （ 平 成 24 年 ３ 月 横 浜 市

規 則 第 33 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

目 次 中 「 第 32 条 」 を 「 第 33 条 」 に 改 め る 。  

第 ４ 条 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 掲 示 す る 」 を 「 掲 示 し 、 及 び ウ ェ ブ サ イ

ト に 掲 載 す る 」 に 改 め る 。

第 32 条 を 第 33 条 と し 、 第 31 条 を 第 32 条 と す る 。

第 30 条 中 「 方 法 は 」 の 次 に 「 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 方 法 」

を 加 え 、 同 条 を 第 31 条 と す る 。

第 29 条 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」 に 改 め 、 同 条

を 第 30 条 と す る 。  

第 28 条 第 １ 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 、 シ ー ・ デ ィ ー ・ ロ ム そ の 他 こ れ

ら に 準 ず る 方 法 に よ り 一 定 の 事 項 を 確 実 に 記 録 し て お く こ と が で き

る 物 （ 以 下 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 と い う 。 ） 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」

に 改 め 、 同 条 第 ２ 号 中 「 磁 気 デ ィ ス ク 等 」 を 「 電 磁 的 記 録 媒 体 」 に

改 め 、 同 条 を 第 29 条 と し 、 第 ４ 章 中 同 条 の 前 に 次 の １ 条 を 加 え る 。

（ 情 報 通 信 技 術 を 利 用 す る 方 法 に よ る 手 続 に 関 し 必 要 な 事 項 ）  

第 28 条  条 例 第 31 条 の ２ 第 １ 項 に 規 定 す る 法 第 74 条 に 規 定 す る 手 続

を 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 技 術 を 利 用

す る 方 法 に よ り 行 う 場 合 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 横 浜 市 情

報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 （ 平 成

17 年 ２ 月 横 浜 市 規 則 第 20 号 ） 第 ４ 条 及 び 第 ６ 条 か ら 第 10 条 ま で の

規 定 の 例 に よ る 。  

２  条 例 第 31 条 の ２ 第 ２ 項 の 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 で あ

っ て 規 則 で 定 め る も の は 、 法 第 72 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 内 閣 総 理 大

臣 が 整 備 す る デ ー タ ベ ー ス を 使 用 す る 方 法 と し 、 当 該 方 法 に よ り

行 う 場 合 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 横 浜 市 情 報 通 信 技 術 を 活

用 し た 行 政 の 推 進 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 第 ４ 条 及 び 第 ６ 条 の 規

定 の 例 に よ る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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 地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ る

特 定 非 営 利 活 動 法 人 を 指 定 す る た め の 基 準 、 手 続 等 に 関 す る 条 例 施

行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

横 浜 市 規 則 第 59 号

地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受

け 入 れ る 特 定 非 営 利 活 動 法 人 を 指 定 す る た め の 基 準 、 手

続 等 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 地 方 税 法 第 314 条 の ７ 第 １ 項 第 ４ 号 に 掲 げ る 寄 附 金 を 受 け 入 れ る

特 定 非 営 利 活 動 法 人 を 指 定 す る た め の 基 準 、 手 続 等 に 関 す る 条 例 施

行 規 則 （ 平 成 24 年 ７ 月 横 浜 市 規 則 第 70 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。  

第 ３ 条 の ２ 第 ２ 項 第 ３ 号 中 「 掲 示 す る 」 を 「 掲 示 し 、 及 び ウ ェ ブ

サ イ ト に 掲 載 す る 」 に 改 め る 。

第 23 条 を 第 24 条 と し 、 第 22 条 を 第 23 条 と し 、 第 21 条 の 次 に 次 の １

条 を 加 え る 。

 （ 電 磁 的 記 録 に よ る 閲 覧 の 方 法 等 ）  

第 22 条  条 例 第 22 条 第 １ 項 の 電 磁 的 記 録 に 記 録 さ れ て い る 事 項 の 閲

覧 の 方 法 は イ ン タ ー ネ ッ ト を 利 用 す る 方 法 又 は 当 該 事 項 を 当 該 閲

覧 を 行 う 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 （ 条 例 第 ４ 条 第 １ 項 第 ６ 号 の 規

定 に よ る 閲 覧 に あ っ て は 、 特 定 非 営 利 活 動 法 人 。 以 下 こ の 項 に お

い て 同 じ 。 ） の 事 務 所 に 備 え 置 く 電 子 計 算 機 の 映 像 面 に 表 示 す る

方 法 に よ り 、 条 例 第 22 条 第 １ 項 の 当 該 事 項 を 記 載 し た 書 類 の 閲 覧

の 方 法 は 当 該 事 項 を 記 載 し た 書 類 を 当 該 閲 覧 を 行 う 指 定 特 定 非 営

利 活 動 法 人 の 事 務 所 に 備 え 置 く 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。  

２  条 例 第 22 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 に よ る 書 類 の 備 置 き

は 、 次 の い ず れ か の 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。

(1) 電 磁 的 記 録 を 当 該 備 置 き を 行 う 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 使

用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 電 磁 的 記 録 媒 体

（ 電 磁 的 記 録 に 係 る 記 録 媒 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 調

製 す る フ ァ イ ル に よ り 備 え 置 く 方 法  

(2) 書 面 に 記 載 さ れ て い る 事 項 を ス キ ャ ナ （ こ れ に 準 ず る 画 像 読

取 装 置 を 含 む 。 ） に よ り 読 み 取 っ て で き た 電 磁 的 記 録 を 当 該 備

置 き を 行 う 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人 の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に

備 え ら れ た フ ァ イ ル 又 は 電 磁 的 記 録 媒 体 を も っ て 調 製 す る フ ァ

イ ル に よ り 備 え 置 く 方 法

３  条 例 第 22 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ る 電 磁 的 記 録 に よ る 書 類 の 作 成 は

、 当 該 作 成 に 係 る 情 報 を 当 該 作 成 を 行 う 指 定 特 定 非 営 利 活 動 法 人

の 使 用 に 係 る 電 子 計 算 機 に 備 え ら れ た フ ァ イ ル に 記 録 す る 方 法 又
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は 電 磁 的 記 録 媒 体 を も っ て 調 製 す る 方 法 に よ り 行 う も の と す る 。

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ７ 年 ５ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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告 示

横 浜 市 告 示 第 200 号

 出 資 法 人 等 の 名 称

 横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 （ 平 成 12 年 ２ 月 横 浜 市

条 例 第 １ 号 ） 第 32 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 情 報 公 開 を 行 う 出 資 法 人 等

は 、 次 の と お り で あ る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 男 女 共 同 参 画 推 進 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 国 際 交 流 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 ス ポ ー ツ 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 芸 術 文 化 振 興 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 観 光 協 会  

公 益 財 団 法 人 木 原 記 念 横 浜 生 命 科 学 振 興 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 企 業 経 営 支 援 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 消 費 者 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー  

公 益 財 団 法 人 よ こ は ま ユ ー ス  

社 会 福 祉 法 人 横 浜 市 社 会 福 祉 協 議 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 寿 町 健 康 福 祉 交 流 協 会  

社 会 福 祉 法 人 横 浜 市 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 団

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 総 合 保 健 医 療 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 資 源 循 環 公 社  

横 浜 市 住 宅 供 給 公 社  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 建 築 保 全 公 社  

横 浜 シ テ ィ ・ エ ア ・ タ ー ミ ナ ル 株 式 会 社  

横 浜 高 速 鉄 道 株 式 会 社  

株 式 会 社 横 浜 シ ー サ イ ド ラ イ ン  

横 浜 港 埠 頭 株 式 会 社  

横 浜 ベ イ サ イ ド マ リ ー ナ 株 式 会 社  

公 益 財 団 法 人 帆 船 日 本 丸 記 念 財 団  

横 浜 ウ ォ ー タ ー 株 式 会 社  

横 浜 交 通 開 発 株 式 会 社  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 ふ る さ と 歴 史 財 団  

公 益 財 団 法 人 よ こ は ま 学 校 食 育 財 団  
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横 浜 市 告 示 第 201 号  

   児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認  

 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 35 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 31 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。  

   令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

設 置 認 可 ・ 確 認 年 月 日  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

施 設 種 別  保 育 所  

施 設 名 称  ベ ネ ッ セ  上 大 岡 保 育 園  

設 置 者  株 式 会 社 ベ ネ ッ セ ス タ イ ル ケ ア  

所 在 地  港 南 区 上 大 岡 東 一 丁 目 ７ 番 44 号  
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横 浜 市 告 示 第 202 号  

   児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認  

 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 35 条 第 ４ 項 及 び 子 ど も ・

子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 31 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、

児 童 福 祉 施 設 及 び 特 定 教 育 ・ 保 育 施 設 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を し た 。  

   令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

設 置 認 可 ・ 確 認 年 月 日  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

施 設 種 別  保 育 所  

施 設 名 称  に じ い ろ 保 育 園 上 大 岡  

設 置 者  ラ イ ク キ ッ ズ 株 式 会 社  

所 在 地  港 南 区 最 戸 一 丁 目 21 番 ７ 号  
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横 浜 市 告 示 第 203 号  

   家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・

確 認  

 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 34 条 の 15 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 43 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。  

   令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

設 置 認 可 ・ 確 認 年 月 日  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

施 設 種 別  小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型  

施 設 名 称  弘 明 寺 な ぎ さ 保 育 園  

設 置 者  株 式 会 社 セ ン タ ー  

所 在 地  南 区 中 島 町 ４ 丁 目 85 番 地 の ８  
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横 浜 市 告 示 第 204 号  

   家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・  

確 認  

 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 34 条 の 15 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 43 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。  

   令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

設 置 認 可 ・ 確 認 年 月 日  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

施 設 種 別  小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型  

施 設 名 称  す く す く キ ッ ズ と ら ま る 保 育 園  

設 置 者  特 定 非 営 利 活 動 法 人 と ら ま る 保 育 園  

所 在 地  金 沢 区 谷 津 町  337 番 地  
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横 浜 市 告 示 第 205 号  

   家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・  

確 認  

 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 164 号 ） 第 34 条 の 15 第 ２ 項 及 び 子 ど

も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 43 条 第 １ 項 の 規 定 に よ

り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 設 置 認 可 ・ 確 認 を

し た 。  

   令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

設 置 認 可 ・ 確 認 年 月 日  令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

施 設 種 別  小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型  

施 設 名 称  ど ん ぐ り 保 育 室  

設 置 者  宇  田  佳  菜  

所 在 地  都 筑 区 牛 久 保 西 四 丁 目 17 番 ５ 号  
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横 浜 市 告 示 第 206 号  

   家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認  

辞 退  

 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 11 号 ） 第 36 条 の 37 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 48 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し  

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。  

   令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

廃 止 年 月 日  令 和 ７ 年 ３ 月 31 日  

確 認 辞 退 年 月 日  令 和 ７ 年 ３ 月 31 日  

施 設 種 別  小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型  

施 設 名 称  新 町 あ い り す 保 育 園  

設 置 者  学 校 法 人 横 浜 ア イ リ ス 学 園  

所 在 地  神 奈 川 区 新 町 14 番 地 の ２  
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横 浜 市 告 示 第 207 号

家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認

辞 退

 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 11 号 ） 第 36 条 の 37 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 48 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

廃 止 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

施 設 種 別 家 庭 的 保 育 事 業

施 設 名 称 か わ ち 保 育 ル ー ム

設 置 者 河  内  真  澄

所 在 地 神 奈 川 区 菅 田 町  1,548 番 地 の 52
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横 浜 市 告 示 第 208 号

家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認

辞 退

 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 11 号 ） 第 36 条 の 37 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 48 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

廃 止 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 ア ミ ー 保 育 室 本 牧 原

設 置 者 株 式 会 社 ア ミ ー

所 在 地 中 区 本 牧 原 21 番 地
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横 浜 市 告 示 第 209 号

家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認

辞 退

 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 11 号 ） 第 36 条 の 37 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 48 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

廃 止 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

施 設 種 別 小 規 模 保 育 事 業 Ａ 型

施 設 名 称 ＋ Ｕ す く す く キ ッ ズ 園

設 置 者 ウ ス イ ホ ー ム 株 式 会 社

所 在 地 金 沢 区 谷 津 町  337 番 地
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横 浜 市 告 示 第 210 号

家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 ・ 確 認

辞 退

 児 童 福 祉 法 施 行 規 則 （ 昭 和 23 年 厚 生 省 令 第 11 号 ） 第 36 条 の 37 第 ２

項 及 び 子 ど も ・ 子 育 て 支 援 法 （ 平 成 24 年 法 律 第 65 号 ） 第 48 条 の 規 定

に よ り 、 家 庭 的 保 育 事 業 等 及 び 特 定 地 域 型 保 育 事 業 の 廃 止 を 承 認 し

、 確 認 の 辞 退 を 受 理 し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

廃 止 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

確 認 辞 退 年 月 日 令 和 ７ 年 ３ 月 31 日

施 設 種 別 家 庭 的 保 育 事 業

施 設 名 称 そ の だ 家 庭 保 育 室

設 置 者 園 田 弘 子

所 在 地 都 筑 区 牛 久 保 西 四 丁 目 17 番 ５ 号  
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横 浜 市 告 示 第 211 号

横 浜 市 戸 塚 斎 場 小 動 物 焼 却 施 設 使 用 料 及 び 手 数 料 収 納 事

務 の 委 託

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 に 収 納 事 務 を 委 託 し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称  

富 士 建 設 工 業 株 式 会 社  

２ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 事 務 所 の 所 在 地  

 新 潟 市 北 区 島 見 町 3,307 番 地 の 16  

３ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 に 委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入

 横 浜 市 戸 塚 斎 場 小 動 物 焼 却 施 設 使 用 料 及 び 手 数 料  

４ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 指 定 を し た 日  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日  

５ 収 納 事 務 の 委 託 を し た 日  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  
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横 浜 市 告 示 第 212 号

「 障 害 福 祉 の あ ん な い 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 12 号

） 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る

地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

「 障 害 福 祉 の あ ん な い 」 売 払 代 金 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

 令 和 ７ 年 ４ 月 2 5 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

受 託 者 の 名 称 受 託 者 の 所 在 地 委 託 し た 期 間

社 会 福 祉 法 人 大 樹

理 事 長  

山  本  一  郎

鶴 見 区 北 寺 尾 四 丁

目 2 1 番 2 0 号  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で

一 般 財 団 法 人 横 浜 市

ひ と り 親 家 庭 福 祉 会

理 事 長  

道  下  久 美 子

神 奈 川 区 立 町 1 4 番

地 の ３  

同

グ リ ー ン フ ァ シ リ テ

ィ ー ズ 瀬 谷 株 式 会 社

代 表 取 締 役  

浮  穴  浩  一

西 区 み な と み ら い

三 丁 目 ６ 番 １ 号  

同

社 会 福 祉 法 人 そ よ か

ぜ の 丘  

理 事 長  

髙  森  政  雄

港 南 区 港 南 四 丁 目

２ 番 ８ 号  

同

社 会 福 祉 法 人 ル ・ プ

リ  

理 事 長  

宮  内  眞  治

旭 区 金 が 谷 5 5 0 番

地  

同

株 式 会 社 清 光 社

代 表 取 締 役  

鈴  木 真

中 区 山 下 町 １ 番 地 同

社 会 福 祉 法 人 横 浜 共

生 会  

理 事 長  

村  松  紀 美 枝

港 北 区 新 吉 田 町 6

, 0 0 1 番 地 の ６  

同
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社 会 福 祉 法 人 ひ か り

理 事 長  

齊  藤  進  治

戸 塚 区 川 上 町 ４ 番 地

の ９  

同

社 会 福 祉 法 人 訪 問 の

家  

理 事 長  

名  里  晴  美

栄 区 桂 台 中 ４ 番 ７ 号 同

有 限 会 社 ヤ ス イ チ 酒

店  

代 表 取 締 役  

安  西     稔

泉 区 和 泉 中 央 北 六 丁

目 2 5 番 １ 号  

同

社 会 福 祉 法 人 す み な

す 会  

理 事 長  

村  上  友  利

金 沢 区 釜 利 谷 南 二 丁

目 ８ 番 １ 号  

同

株 式 会 社 サ ン ワ ッ ク

ス  

代 表 取 締 役  

野  原  治  人

埼 玉 県 熊 谷 市 問 屋 町

２ 丁 目 ５ 番 1 3 号  

同
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横 浜 市 告 示 第 213 号

「 障 害 福 祉 の あ ん な い 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 次 の と お り 「 障 害 福 祉 の あ ん な い 」 売 払 代 金 収 納 事 務 を 委 託

し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

受 託 者 の 名 称 受 託 者 の 所 在 地 委 託 し た 期 間

社 会 福 祉 法 人 光 友 会  

理 事 長  

五 十 嵐  紀  子

藤 沢 市 獺 郷 字 大 向

1, 0 0 8 番 地 の １

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ８ 年 ３ 月

31 日 ま で  

社 会 福 祉 法 人 ほ ど が

や  

理 事 長  

黄 金 井    渡

保 土 ケ 谷 区 神 戸 町

14 0 番 地 の ２

 同
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横 浜 市 告 示 第 214 号

廃 棄 物 （ 南 本 牧 第 ５ ブ ロ ッ ク 廃 棄 物 最 終 処 分 場 搬 入 ） 処

理 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 廃 棄 物 処 理 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

１ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 資 源 循 環 公 社  

２ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地  

中 区 尾 上 町 １ 丁 目 ８ 番 地  

３ 委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入  

廃 棄 物 処 理 手 数 料  

４ 地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  

５ 収 納 事 務 の 委 託 を し た 日  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  
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横 浜 市 告 示 第 215 号

新 綱 島 駅 自 転 車 駐 車 場 整 理 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託

 地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 12 号

） 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る

地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

新 綱 島 駅 自 転 車 駐 車 場 整 理 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た

。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

受 託 者 の 名 称 受 託 者 の 所 在 地 委 託 し た 期 間

横 浜 サ イ カ パ ー

キ ン グ 株 式 会 社

中 区 尾 上 町 ６ 丁 目 81 番

地  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で
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横 浜 市 告 示 第 216 号

建 設 発 生 土 搬 入 整 理 券 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託

 地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 12 号

） 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る

地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

建 設 発 生 土 搬 入 整 理 券 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

受 託 者 の 名 称 受 託 者 の 所 在 地 委 託 し た 期 間

横 浜 港 埠 頭 株 式 会

社  

代 表 取 締 役 社 長  

植  松  久  尚

中 区 山 下 町 ２ 番 地 令 和 ７ 年 ４ 月 1 日

か ら 令 和 ８ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第 217 号

「 横 浜 金 沢 魅 力 帳 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に

よ り 、 「 横 浜 金 沢 魅 力 帳 」 売 払 代 金 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た

。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長  山  中  竹  春

１ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 名 称  

一 般 社 団 法 人 横 浜 金 沢 観 光 協 会  

２ 指 定 公 金 事 務 取 扱 者 の 住 所 又 は 事 務 所 の 所 在 地  

金 沢 区 洲 崎 町 １ 番 18 号  

３ 委 託 し た 収 納 事 務 に 係 る 歳 入  

「 横 浜 金 沢 魅 力 帳 」 の 売 払 代 金 に 係 る 収 納 事 務  

４ 地 方 自 治 法 第 243 条 の ２ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 指 定 を し た 日

令 和 ７ 年 ３ 月 19 日  

５ 収 納 事 務 の 委 託 を し た 日  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  
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横 浜 市 告 示 第 218 号

都 筑 区 水 と 緑 の 散 策 マ ッ プ 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託

 地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 12 号

） 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る

地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

都 筑 区 水 と 緑 の 散 策 マ ッ プ 売 払 代 金 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た

。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

受 託 者 の 名 称 受 託 者 の 所 在 地 委 託 し た 期 間

一 般 財 団 法 人 横 浜 市 ひ

と り 親 家 庭 福 祉 会  

理 事 長  

道  下  久 美 子

神 奈 川 区 立 町 14

番 地 の ３  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ８ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第 219 号

横 浜 市 山 内 図 書 館 複 写 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託

 地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 （ 令 和 ６ 年 政 令 第 12 号

） 附 則 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り な お 従 前 の 例 に よ る こ と と さ れ る

地 方 自 治 法 施 行 令 等 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 に よ る 改 正 前 の 地 方 自 治

法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第 158 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、

横 浜 市 山 内 図 書 館 複 写 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

受 託 者 の 名 称 受 託 者 の 所 在 地 委 託 し た 期 間

有 隣 堂 グ ル ー プ 代

表 者  

株 式 会 社 有 隣 堂  

代 表 取 締 役  

松  信  健 太 郎

戸 塚 区 品 濃 町 881 番

地 の 16  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ８ 年 ３ 月 31 日 ま で
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公 告

横 浜 市 公 告 第 236 号

大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設 の 届 出

大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日

か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 届 出 の 概 要

届 出 事 項 届 出 内 容

大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称

及 び 所 在 地  

ヤ オ コ ー 東 戸 塚 店

戸 塚 区 前 田 町 100 番 地

大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置

す る 者 の 氏 名 又 は 名 称

及 び 住 所 並 び に 法 人 に

あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

株 式 会 社 ヤ オ コ ー

代 表 取 締 役  川  野  澄  人  

埼 玉 県 川 越 市 新 宿 町 １ 丁 目 10 番 地 の １

大 規 模 小 売 店 舗 に お い

て 小 売 業 を 行 う 者 の 氏

名 又 は 名 称 及 び 住 所 並

び に 法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 ヤ オ コ ー

代 表 取 締 役  川  野  澄  人  

埼 玉 県 川 越 市 新 宿 町 １ 丁 目 10 番 地 の １

大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設

を す る 日  

令 和 ７ 年 12 月 １ 日

大 規 模 小 売 店 舗 内 の 店

舗 面 積 の 合 計  

1,798 ㎡

駐 車 場 の 位 置 及 び 収 容

台 数  

位 置 届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り

収 容 台 数  105 台

駐 輪 場 の 位 置 及 び 収 容

台 数  

位 置 届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り

収 容 台 数  90 台

荷 さ ば き 施 設 の 位 置 及

び 面 積  

位 置 届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り

面 積 118.45 ㎡

廃 棄 物 等 の 保 管 施 設 の

位 置 及 び 容 量  

位 置 届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り

容 量 13.08 ㎥  
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大 規 模 小 売 店 舗 に お い

て 小 売 業 を 行 う 者 の 開

店 時 刻 及 び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻 午 前 ８ 時 00 分

閉 店 時 刻 午 後 10 時 45 分

来 客 が 駐 車 場 を 利 用 す

る こ と が で き る 時 間 帯

午 前 ７ 時 30 分 か ら 午 後 11 時 ま で

駐 車 場 の 自 動 車 の 出 入

口 の 数 及 び 位 置  

数 入 口 １ か 所 、 出 口 １ か 所

位 置 届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り

荷 さ ば き 施 設 に お い て

荷 さ ば き を 行 う こ と が

で き る 時 間 帯  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 11 時 ま で

ほ か  

（ 添 付 図 面 は 省 略 ）

２ 届 出 年 月 日  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日  

３ 縦 覧 場 所  

中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課

戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

横 浜 市 戸 塚 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第 237 号

大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出

  大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ６ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ

の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す

る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 届 出 の 概 要

(1) 大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地

横 浜 ベ イ ク ォ ー タ ー

神 奈 川 区 金 港 町 １ 番 地 の 10

(2) 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名

三 菱 倉 庫 株 式 会 社

代 表 取 締 役  斉  藤  秀  親  

東 京 都 中 央 区 日 本 橋 １ 丁 目 19 番 １ 号

(3) 変 更 し た 事 項

変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

大 規 模 小 売 店 舗 を

設 置 す る 者 の 氏 名

又 は 名 称 及 び 住 所

並 び に 法 人 に あ っ

て は 代 表 者 の 氏 名

三 菱 倉 庫 株 式 会 社

取 締 役 社 長  

 岡  本  哲  郎  

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

１ 丁 目 19 番 １ 号  

三 菱 倉 庫 株 式 会 社

代 表 取 締 役  

 斉  藤  秀  親  

東 京 都 中 央 区 日 本 橋

１ 丁 目 19 番 １ 号  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 ア ク タ ス

代 表 取 締 役  

 休  山    昭  

東 京 都 新 宿 区 新 宿 ２

丁 目 19 番 １ 号

ほ か 48 者

株 式 会 社 ア ク タ ス

代 表 取 締 役 社 長  

 村  田    謙  

東 京 都 新 宿 区 新 宿 ２

丁 目 19 番 １ 号

ほ か 29 者

(4) 変 更 の 年 月 日

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

(5) 変 更 し た 理 由

設 置 者 の 代 表 者 変 更 の た め ほ か
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２   届 出 年 月 日  

   令 和 ７ 年 ４ 月 ７ 日  

３   縦 覧 場 所  

   中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

   横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第 238 号

土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定

土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当

該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な

い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目 ７ 番 の ２ 及 び ９ 番 の ２ の 各 一 部  

２ 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

砒 素 及 び そ の 化 合 物  

３ 土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

 鉛 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第 239 号

土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定

土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 申 請 さ れ た 次 の 土 地 の 区 域 に つ い て 、 同 法 第 11 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質

の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て

指 定 す る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地

 鶴 見 区 大 黒 町 39 番 の １ の 一 部  

２ 土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類

 鉛 及 び そ の 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第 240 号

排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

変 更 年 月

日  

指 定

番 号

名 称 代 表 者 氏 名 営 業 所 所 在 地

令 和 ７ 年

３ 月 ３ 日

30660 有 限 会 社 サ

ン ス イ 工 業

鈴 木 雄 二 (新) 茅 ヶ 崎 市 赤

羽 根 538 番 地

(旧) 茅 ヶ 崎 市 赤

羽 根 448 番 地

の ５  
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横 浜 市 公 告 第 241 号

排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 の 取 消 し

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号

） 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 指 定 を

取 り 消 し た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

指 定 番 号 名 称 営 業 所 所 在 地 取 消 年 月 日

11250 有 限 会 社 相 澤

工 務 店  

港 南 区 下 永 谷

五 丁 目 11 番 29

号  

令 和 ７ 年 ３ 月 31 日
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横 浜 市 公 告 第 242 号

 建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 2 5年 法 律 第 2 0 1 号 ） 第 7 5条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 鴨 志 田 町 第 一 地 区 建 築 協 定 に 加 わ る 意 思 の 表 示 が あ っ た 。

 そ の 建 築 協 定 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 2 5日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春
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横 浜 市 公 告 第 243 号

建 築 協 定 認 可 に 係 る 建 築 協 定 書 の 縦 覧 及 び 公 開 に よ る 意

見 の 聴 取 の 開 催

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 第 70 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 志 比 礼 上 地 区 建 築 協 定 の 認 可 申 請 が あ っ た の で 、 次 の と お り 、

同 法 第 71 条 の 規 定 に 基 づ き 関 係 人 の 縦 覧 に 供 す る と と も に 、 同 法 第

72 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 を 行 う 。  

 こ の 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ た い 者 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課 に 申 し 出 な

け れ ば な ら な い 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 縦 覧 期 間  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日 か ら 令 和 ７ 年 ５ 月 28 日 ま で

２ 縦 覧 場 所  

 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 建 築 企 画 課  

 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

３ 縦 覧 時 間  

 午 前 ９ 時 か ら 午 後 ５ 時 ま で  

４ 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 期 日  

 令 和 ７ 年 ６ 月 11 日 午 前 ９ 時 00 分  

５ 公 開 に よ る 意 見 の 聴 取 の 場 所  

 栄 区 小 菅 ケ 谷 一 丁 目 ５ 番 ４ 号  

 サ カ エ ス タ  グ ル ー プ 室  
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横 浜 市 公 告 第 244 号

開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

 令 和 ５ 年 ２ 月 ８ 日 第 2022 開 1209 号  

２ 開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

神 奈 川 区 三 枚 町  266 番 地 の ６  

 株 式 会 社 三 枚 不 動 産  

代 表 取 締 役  織  茂  誠  一

 神 奈 川 区 三 枚 町  640 番 地  

 株 式 会 社 宮 武 不 動 産  

代 表 取 締 役   餅  田  公  子

３ 開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

緑 区 三 保 町  2,238 番 の ３ 、 2,238 番 の 17 か ら  2,238 番 の 20 ま で

及 び  2,257 番 の １ の 一 部
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横 浜 市 公 告 第 245 号

開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

 令 和 ６ 年 10 月 15 日 第 2024 開 1606 号  

２ 開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

 川 崎 市 高 津 区 溝 口 ４ 丁 目 ９ 番 ４ 号  

ス カ イ ホ ー ム 株 式 会 社

代 表 取 締 役 大 須 賀 幹 雄

３ 開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

 泉 区 和 泉 中 央 南 四 丁 目  3,773 番 の １ 及 び  3,773 番 の ３ か ら  3,7

73 番 の 10 ま で
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横 浜 市 公 告 第 246 号

開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

 令 和 ６ 年 12 月 ５ 日 第 2024 開 1608 号  

２ 開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

 瀬 谷 区 卸 本 町  9,279 番 地 の 43  

株 式 会 社 ア イ シ マ  

代 表 取 締 役  相  澤    剛

泉 区 和 泉 町  3,134 番 地  

有 限 会 社 岡 右 衛 門  

代 表 取 締 役 清 水 祝 夫

 泉 区 和 泉 町  3,134 番 地

清  水  祝  夫

３ 開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

 泉 区 和 泉 町  3,200 番 の １  
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横 浜 市 公 告 第 247 号

開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第 100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

 令 和 ６ 年 12 月 18 日 第 2024 開 1717 号  

２ 開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名

西 区 高 島 一 丁 目 １ 番 ２ 号  

三 井 不 動 産 レ ジ デ ン シ ャ ル 株 式 会 社

執 行 役 員 横 浜 支 店 長  岡  本  達  哉

３ 開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

青 葉 区 新 石 川 一 丁 目 29 番 の ３ か ら 29 番 の ５ ま で 、 29 番 の 23 及 び

29 番 の 24  
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横 浜 市 公 告 第 248 号

 建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 指 定 番 号  

 第 2025 ・ ６ ・ １ 号

２ 指 定 年 月 日  

 令 和 ７ 年 ４ 月 15 日

３ 道 路 の 幅 員  

 4.50 ｍ  

４ 道 路 の 延 長

17.88 ｍ  

５ 指 定 の 場 所  

 港 南 区 笹 下 二 丁 目 233 番 の １  

６ 申 請 者 の 氏 名  

 株 式 会 社 オ ー プ ン ハ ウ ス ・ デ ィ ベ ロ ッ プ メ ン ト

 代 表 取 締 役  福  岡  良  介
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横 浜 市 公 告 第 249 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第 201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  指 定 番 号  

  第 2025 ・ 16 ・ １ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ７ 年 ４ 月 11 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

30.88 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  泉 区 新 橋 町 15 番 の ５ 及 び 15 番 の ５ の 先  

６  申 請 者 の 氏 名  

株 式 会 社 天 野 不 動 産  

   代 表 取 締 役  天  野  則  行  
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横 浜 市 公 告 第 250 号

建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号

 第 32 ・ 82 号  

２ 廃 止 年 月 日  

 令 和 ７ 年 ３ 月 14 日  

３ 廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

 6.00 ｍ  

４ 廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

 41.55 ｍ  

５ 廃 止 の 場 所  

 戸 塚 区 汲 沢 六 丁 目  1,867 番 の 27 地 先 か ら  1,910 番 の ２ 地 先 ま で

横浜市報　定期第197号　令和７年４月25日 

43



横 浜 市 公 告 第 251 号

建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 廃 止 年 月 日  

 令 和 ７ 年 ４ 月 ８ 日  

２ 廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員

 4.00 ｍ  

３ 廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長

8.11 ｍ  

４ 廃 止 の 場 所  

 戸 塚 区 平 戸 町 204 番 の ７ の 一 部
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横 浜 市 公 告 第 252 号

地 域 ま ち づ く り プ ラ ン 認 定 の 失 効

横 浜 市 地 域 ま ち づ く り 推 進 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 17 年 ９ 月 横 浜 市 規

則 第 113 号 ） 第 ９ 条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 地 域 ま ち づ く り プ

ラ ン 認 定 は 、 当 該 組 織 認 定 の 有 効 期 間 を 経 過 し た 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日

に 失 効 し た 。

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 地 域 ま ち づ く り プ ラ ン の 名 称

 霧 が 丘 六 丁 目 地 区 多 世 代 が 快 適 に 暮 ら せ る 魅 力 を つ く る ま ち

づ く り プ ラ ン  

２ 地 域 ま ち づ く り 組 織  

 霧 が 丘 六 丁 目 ま ち づ く り 推 進 会
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横 浜 市 公 告 第 253 号

市 街 地 再 開 発 組 合 の 設 立 認 可

 都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 44 年 法 律 第 38 号 ） 第 11 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 市 街 地 再 開 発 組 合 の 設 立 を 次 の と お り 認 可 し た 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 組 合 の 名 称  

 関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合  

２ 事 業 施 行 期 間  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日 か ら 令 和 15 年 ３ 月 31 日 ま で  

３ 施 行 地 区  

 中 区 尾 上 町 ２ 丁 目 23 番 の ２ 、 23 番 の ４ の 一 部 、 25 番 、 26 番 、 27

番 の １ 及 び 27 番 の ２ 並 び に 真 砂 町 ２ 丁 目 11 番 の ２ 、 12 番 の １ 、 12

番 の ２ 、 13 番 の １ 、 13 番 の ２ 、 14 番 の １ 、 14 番 の ２ 、 15 番 、 16 番

の １ か ら 16 番 の ３ ま で 、 17 番 の １ か ら 17 番 の ３ ま で 、 18 番 の ２ 、

22 番 、 22 番 の １ 、 22 番 の ２ 、 23 番 、 24 番 の １ 、 24 番 の ２ 、 26 番 、

27 番 及 び ３ 丁 目 33 番 の ２ の 一 部 並 び に 港 町 ２ 丁 目 ３ 番 の ２ 、 ３ 番

の ４ 、 ６ 番 、 ７ 番 、 ８ 番 の １ 、 ８ 番 の ２ 、 ９ 番 及 び ３ 丁 目 10 番 の

２ の 一 部  

４ 事 務 所 の 所 在 地  

 中 区 港 町 ２ 丁 目 ９ 番 地  

５ 設 立 認 可 の 年 月 日  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日  

６ 事 業 年 度  

 毎 年 ４ 月 １ 日 か ら 翌 年 ３ 月 31 日 ま で  

７ 公 告 の 方 法  

組 合 の 掲 示 板 及 び 組 合 の ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 示 し 、 特 に 必 要 が あ

る と き は 、 官 報 に 掲 載 す る 。

８ 権 利 変 換 を 希 望 し な い 旨 の 申 出 を す る こ と が で き る 期 限

 令 和 ７ 年 ５ 月 24 日  
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横 浜 市 公 告 第 254 号

関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合 の 設 立 認 可 に 係 る 関

係 図 書 の 縦 覧

 都 市 再 開 発 法 （ 昭 和 44 年 法 律 第 38 号 ） 第 19 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 関 内 駅 前 港 町 地 区 市 街 地 再 開 発 組 合 の 設 立 の 認 可 を 公 告 し た の で

、 同 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 長 山 中 竹 春

１ 縦 覧 場 所  

 中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

横 浜 市 都 市 整 備 局 都 心 活 性 化 推 進 部 都 心 再 生 課  

２ 縦 覧 時 間  

 午 前 ８ 時 45 分 か ら 午 後 ５ 時 15 分 ま で （ た だ し 、 土 曜 日 、 日 曜 日

及 び 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 23 年 法 律 第 178 号 ） に 規 定 す

る 休 日 並 び に 12 月 29 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 ま で を 除 く 。）  
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区 告 示

戸 塚 区 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ７ 年 ４ 月 17 日 掲 示 済 ）

 認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 東 栄 む つ み 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。

令 和 ７ 年 ４ 月 17 日

 横 浜 市 戸 塚 区 長 近 藤  武

変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

田  邊  正  文  

戸 塚 区 汲 沢 町  1,000 番

地 の 32  

渡  邉  憲  一

戸 塚 区 汲 沢 町  1,002 番

地 の 41  
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磯 子 区 告 示 第 １ 号

認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 森 南 町 内 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 磯 子 区 長  高  橋  功

変 更 し た 事 項 変 更 前 変 更 後

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

星  野  琴  子  

磯 子 区 森 六 丁 目 14 番 ３

号  

長 谷 川 宏

磯 子 区 森 六 丁 目 １ 番 20

号  
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区 公 告

戸 塚 区 公 告 第 74 号 （ 令 和 ７ 年 ４ 月 10 日 掲 示 済 ）

 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。

令 和 ７ 年 ４ 月 10 日

横 浜 市 戸 塚 区 長 近 藤  武

自 動 車 臨 時 運 行

許 可 番 号 標 番 号

失 効 年 月 日

31 ― 32

令 和 ７ 年 ２ 月 24 日横

浜
横 浜
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市 選 挙 管 理 委 員 会

 横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 管 理 規 程 の 一 部 を 改 正 す

る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

 横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 ２ 号

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 管 理 規 程 の 一 部

を 改 正 す る 規 程

 横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 管 理 規 程 （ 令 和 ６ 年 ２ 月

市 選 管 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ３ 条 第 ７ 号 中 「 第 ２ 条 第 ８ 項 」 を 「 第 ２ 条 第 ９ 項 」 に 改 め る 。

附  則  

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

横浜市報　定期第197号　令和７年４月25日 

51



 公 職 選 挙 法 、 同 施 行 令 及 び 同 法 に 基 づ く 条 例 執 行 規 程 の 一 部 を 改

正 す る 規 程 を こ こ に 公 布 す る 。  

 令 和 ７ 年 ４ 月 25 日

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会

横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 ３ 号

 公 職 選 挙 法 、 同 施 行 令 及 び 同 法 に 基 づ く 条 例 執 行 規 程 の

一 部 を 改 正 す る 規 程

 公 職 選 挙 法 、 同 施 行 令 及 び 同 法 に 基 づ く 条 例 執 行 規 程 （ 昭 和 38 年

３ 月 横 浜 市 選 挙 管 理 委 員 会 規 程 第 ２ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。  

第 11 号 様 式 の ４ （ 注 意 ） 中 「 禁 錮 」 を 「 拘 禁 刑 」 に 改 め る 。

附  則  

こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。
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